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鳥取県地域防災計画（原子力災害対策編を除く）の修正案の概要 

 

危 機 管 理 政 策 課  

 

１ 地域防災計画（原子力災害対策編を除く）の主な修正内容 

（１）全国で発生している山林火災を踏まえた修正（５月１５日より暫定運用中） 

〇林野火災に係る対策をまとめた「林野火災対策編」を創設（予防・応急の２部編成） 

・関係機関と連携・協力した林野火災予防意識の啓発、資機材整備・水利の確保、林野火災を

想定した防災訓練の実施 

・発生（覚知）直後からの情報共有体制・早期応急体制の確立、関係機関と連携した消火活動・

延焼防止対策、広域支援体制の早期確立 

 

（２）避難所生活環境の確保に係る修正                                                                                                                             

〇温食を含めた食糧の供給 

・県災害対策本部に災害時食糧供給センターを設置し、食糧や温食の提供を一元的に調整する

ことを追記 

   〇避難所環境の向上 

・スフィア基準等を踏まえた避難所環境向上の項目を設定し、良好な環境の確保に努めること

を追記 

〇避難所運営のサポート人材を育成 

・研修等により、避難所運営をサポートする人材の育成に努めることを追記 

 

（３）関係機関との情報共有、初動対応の強化に係る修正 

〇実動組織との連携による初動対応の整備 

・「鳥取県災害初動対処計画」に基づき、迅速な救助活動、緊急物資輸送等を実施することを

追記 

〇情報連絡室の設置 

・複数部局等に関連する災害初動対応の際、緊急性や重要性のレベル等に応じて「情報連絡室」

等を設置し、情報の集約、関係部局・機関との連絡調整を集中的に行うことを明記 

〇防災ＤＸの推進 

・災害オペレーション室において、情報収集・分析・共有や防災関係機関との調整を行うこと

を追記 

・総合防災情報システムにより、迅速かつ効率的な災害情報の共有、伝達・情報発信を行うこ

とを追記 

     〇ボランティア団体等との連携 

・ボランティア団体、災害中間支援組織等と情報共有会議を開催し、連携した支援を実施する 

ことを追記 

 

（４）南海トラフを見据えた広域支援に係る修正 

・南海トラフ地震における応急対策職員派遣制度アクションプラン等に基づく広域支援体制を構築 
 


